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はじめに

近年、地球温暖化や豪雨災害の影響により、農林水産物等の生産から消費に至

る食料システムを取り巻く自然環境が大きく変化する中で、農林漁業に由来する

環境への負荷の低減と生産性の向上を両立し、環境と調和のとれた食料システム

の確立を図ることが、農林漁業の持続的発展と食料の安定供給の観点から重要と

なっています。

こうした中、国においては、この環境と調和のとれた食料システムの構築に向

け、令和３年５月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、中長期的な観点か

ら、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラルなど

の環境負荷低減のイノベーションを推進しています。

この「みどりの食料システム戦略」では、2050 年までに、①農林水産業のＣ

Ｏ２ゼロエミッション化の実現、②化学農薬の使用量（リスク換算）を 50％低

減、③輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を 30％低減、④有機

農業の取組面積の割合を 25%（100 万 ha）に拡大などを目指す姿として掲げてい

ます。

さらに、「みどりの食料システム戦略」を実現するため、令和４年７月１日に

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律」が施行されるとともに、同法に基づく国の基本方針（環境負荷

低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針）が公表されまし

た。

この国の基本方針に基づき、このたび本県では、県と県内 34 市町村とが共同

で「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する高知県基本計画」を

作成しました。

この基本計画に基づき、農林漁業者による環境負荷の低減を図るための事業活

動を認定する計画認定制度を設け、その取組を支援してまいります。

環境と調和のとれた食料システムは、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者

その他の食料システムの関係者が、それぞれの果たすべき役割を理解し、連携を

深めながら、その確立が図られなければなりません。

関係者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



2

主な用語の定義（みどりの食料システム法関係）

用語 根拠規定 定義

食料システ

ム

法第２条第１

項

農林水産物等（農林水産物及び食品）の生産から消費に至

る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体と

して機能を発揮する一連の活動の総体

農林漁業者 法第２条第３

項

農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する

団体

環境負荷 法第２条第４

項

農林漁業に由来する環境への負荷

環境負荷低

減事業活動

法第２条第４

条

施行規則第１

条

農林漁業者が、当該農林漁業者の行う農林漁業の持続性の

確保に資するよう、環境負荷の低減のために行う次の事業

① 堆肥その他の有機質資材の施用により土壌の性質を改

善させ、かつ、化学的に合成された肥料及び農薬の施用

及び使用を減少させる技術を用いて行われる生産方式に

よる事業活動

② 温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動

③ 前２号に掲げるもののほか、環境負荷の低減に資する

ものとして農林水産大臣が定める次の事業活動

基盤確立事

業

法第２条第５

項

環境負荷の低減を図るために行う取組の基盤を確立するた

めに行う次の事業

① 先端的な技術に関する研究開発及びその成果の移転の

促進に関する事業

② 新品種の育成に関する事業

③ 環境負荷の低減に資する資材又は機械類その他の物件

の生産及び販売に関する事業

④ 環境負荷の低減に資する機械類その他の物件を使用さ

せる契約に基づき当該物件を使用させることに関する事

業

⑤ 環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産さ

れた農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う

新商品の開発、生産又は需要の開拓に関する事業

⑥ 環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産さ

れた農林水産物の流通の合理化に関する事業

基本方針 法第 15 条第１

項

農林水産大臣が定める、環境負荷低減事業活動の促進及び

その基盤の確立に関する基本的な計画

特定区域 法第 15 条第２

項第３号

特定環境負荷低減事業活動の促進を図る区域

特定環境負

荷低減事業

活動

法第 15 条第２

項第３項

施行規則第２

条

集団又は相当規模で行われることにより地域における環境

負荷の低減の効果を高めるものとして農林水産大臣が定め

る環境負荷低減事業活動

基本計画 法第 16 条第１

項

基本方針に基づき、市町村及び都道府県が共同して作成す

る環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画
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主な用語の定義（その他）

用語 定義

高知県の有機栽

培事例集

県内の有機農業者の栽培技術を基本とし、必要に応じて、試験研究独

立行政法人、各都道府県、大学、有機農業者、民間団体等で開発さ

れ、実践されている様々な技術を組み合わせた栽培技術実証を環境保

全型畑作振興センターで実施し、県が作成した事例集

スマート農業 生産性の向上と人手不足に対応するため、ＩｏＴ、ＡＩ、ロボティク

ス等の先端技術を活用した新しい農業の形

スマート林業 ＩＣＴ（情報通信技術）等の先端技術を現場レベルで活用して、林業

の効率化や省力化を図ること

特別栽培農産物 その農産物が生産された地域の慣行レベル（各地域の慣行的に行われ

ている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況）に比べて、節減対象農

薬の使用回数が 50%以下、化学肥料の窒素成分量が 50%以下、で栽培さ

れた農産物

農研機構 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の略称

パーシャルシー

ル包装

青果物の品質を保つためには、温度、湿度、酸素濃度、二酸化炭素濃

度等を最適に制御する必要がある。包装の際、完全に密閉してしまう

と、鮮度が急激に低下するので、溶着部分に微細な隙間をつくり、袋

の中を「低酸素・高二酸化炭素」の状態にすることで、鮮度の低下速

度を遅らせるために開発された包装技術

マリンイノベー

ション

水産業の生産、流通、販売の各段階においてデジタル化を図り、効率

的な生産体制への転換を進める取組

有機農業 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換

え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への

負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業

有機ＪＡＳ認証

農業者

ＪＡＳ法に基づき、「有機ＪＡＳ」に適合した生産が行われているこ

とを第三者機関が検査し、認証された農業者。農産物、畜産物及び加

工食品は、有機ＪＡＳマークが付されたものでなければ、「有機○

○」と表示できない

ＧＡＰ Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅｓ(農業生産工

程管理)の略。農業生産の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うこ

とによる持続的な改善活動であり、食品の安全性向上、環境の保全、

労働安全の確保等に資するとともに、農業経営の改善や効率化につな

がる取組

ＩｏＰクラウド ＩｏＴで接続した農業ハウス内の機器のデータや、高知県全体にわた

る農産物の個々の出荷に関するデータなどを、リアルタイムで一元的

に集約するクラウド型のデータベースシステム

ＩｏＰプロジェ

クト

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｐｌａｎｔｓ（植物のインターネット）の

略。これまで普及してきた環境制御技術にＡＩ（人工知能）やＩｏＴ

（モノのインターネット）などの先端技術を融合させ、さらに生産性

や付加価値を高め、誰でも簡単に活用できる進化型のシステム
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ＩＰＭ技術 病害虫、雑草防除において、化学農薬だけに頼らず天敵・防虫ネッ

ト・防蛾灯等の様々な技術を組み合わせ、農作物の収量や品質に経済

的な被害が出ない程度に病害虫の発生を抑制しようとする技術

ＪＡＳ法に基づ

く有機農産物の

日本農林規格

平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1605 号

ＳＡＷＡＣＨＩ ＩｏＰクラウドの通称。ＳＡＷＡＣＨＩを利用することで、ＩｏＰク

ラウドに集約されたデータを誰にでもわかりやすく提供することがで

きる
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Ⅰ 基本計画の位置付け等

農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する高知県基本計画（以

下、「基本計画」という。）は、環境と調和のとれた食料システムの確立のた

めの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第 37 号。以

下、「法」という。）第 16 条第１項に基づき、高知県、高知市、室戸市、安

芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香

美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、本山

町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知

町、檮原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村及び黒潮町が共同し

て作成する基本計画である。

この基本計画は、有機農業推進法に基づく「高知県有機農業推進基本計

画」、「高知県脱炭素社会推進アクションプラン」、「第４期高知県産業振興

計画」「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の手引（高知県

導入指針）」に沿った計画として位置付けることとし、これらの既存計画等で

設定する有機農業や温室効果ガス排出量削減にかかる施策の推進を図るもので

ある。

１ 対象となる区域

基本計画の対象となる区域は、高知県全域とする。

２ 計画期間

この基本計画の期間は、2022 年度（令和４年度）から 2026 年度（令和８

年度）までとする。

【関連する主な計画等】

○ 高知県有機農業推進基本計画〈2021 年（令和３年）４月〉 有機

○ 高知県脱炭素社会推進アクションプラン〈2022 年（令和４年）３月〉

脱炭素、脱炭素別冊

○ 第４期高知県産業振興計画ｖｅｒ．３（農業分野）〈2022 年（令和４年）３月〉 産振

○ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の手引（高知県導入指針）

〈2018 年（平成 30 年）６月〉 持続性
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Ⅱ 基本計画の内容

１ 環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標

本県において、環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関す

る目標は、以下のとおりとする。

（１）土づくり、化学肥料・化学農薬の使用削減に係る目標

ア 有機農業の生産に係る目標

有機ＪＡＳ認定事業者における有機農業の取組面積及び環境保全型農業

直接支援対策で支援の対象となる有機農業の取組面積を 2017 年(平成 29

年)の 151ha から、2030 年(令和 12 年)に 408ha とすることを目標とす

る。（有機 P３）

イ 有機ＪＡＳ認証の取得に係る目標

有機ＪＡＳの認証農業者数を 2017 年(平成 29 年)の 82 人から、2030 年

(令和 12 年)に 221 人とすることを目標とする。（有機 P3）

ウ ドローンによる防除面積に係る目標

ドローンによる防除面積を 2020 年度(令和２年度)の 506ha から、2030

年度(令和 12 年度)に 2,010ha とすることを目標とする。（脱炭素 P33）

エ ＩＰＭ技術（病害版）による防除面積率（累計）に係る目標

野菜主要６品目の防除面積率（累計）を 2020 年度（令和２年度）の

34％から、2029 年度（令和 11 年度）に 77％とすることを目標とする。

（産振 P３）

取組内容 現状 目標

有機農業の取組面積 2017 年 151ha 2030 年 408ha

有機ＪＡＳの認証農業者数 2017 年 82 人 2030 年 221 人

ドローンによる防除面積 2020 年 506ha 2030 年 2,010ha

ＩＰＭ技術による防除面積率 2020 年 34% 2029 年 77%
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（２）温室効果ガスの排出量削減に係る目標

ア 園芸用Ａ重油使用量に係る目標

園芸用Ａ重油使用量を 2020 年度（令和２年度）の年 51,000kL から、

2030 年度（令和 12 年度）に年 35,000kL とすることを目標とする。

（脱炭素 P33）

イ ＩｏＰプロジェクトの推進による省エネ栽培技術の普及に係る目標

① ＩｏＰクラウドデータ収集農家数

2020 年度(令和２年度)の 180 戸から、2030 年度(令和 12 年度)に

5,500 戸とすることを目標とする。（脱炭素 P33）

② ＩｏＰクラウド利用農家数（気象データ、出荷データ）

2020 年度(令和２年度)の０戸から、2030 年度(令和 12 年度)に 4,000

戸とすることを目標とする。（脱炭素 P33）

③ ＩｏＰクラウド利用農家数（環境、画像データ）

2020 年度(令和２年度)の 180 戸から、2030 年度(令和 12 年度)に

4,000 戸とすることを目標とする。（脱炭素 P33）

取組内容 現状 目標

園芸用Ａ重油使用量 2020 年 51,000kL 2030 年 35,000kL

ＩｏＰプロジェクトの推進による

省エネ栽培技術の普及

ＩｏＰデータ収集農家数 2020 年 180 戸 2030 年 5,500 戸

ＩｏＰクラウド利用農家数

（気象、出荷データ）

2020 年 0 戸 2030 年 4,000 戸

ＩｏＰクラウド利用農家数

（環境、画像データ）

2020 年 180 戸 2030 年 4,000 戸

木質バイオマスボイラーの導入に

よる低質材利用量

2020 年 284 千 m3 2030 年 346 千 m3

漁船への省エネエンジン等の導入

低金利の漁業近代化資金の活

用件数

2020 年 年 22 件 2030 年 年 22 件

国の補助事業を活用し、省エ

ネエンジンを搭載した漁船の

導入隻数

2020 年 年５隻 2030 年 年５隻
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ウ 木質バイオマスボイラーの導入に係る目標

木質バイオマスボイラーの導入による低質材利用量を 2020 年度（令和

２年度）の 284 千 m3から、2030 年度（令和 12 年度）に 346 千 m3とする

ことを目標とする。（脱炭素別冊 P18）

エ 漁船への省エネエンジン等の導入に係る目標

① 低金利の漁業近代化資金の活用件数

2020 年度（令和２年度）の年 22 件から 2030 年度（令和 12 年度）に

年 22 件に維持することを目標とする。（脱炭素別冊 P18）

② 国の補助事業を活用し、省エネエンジンを搭載した漁船の導入隻数

2020 年度（令和２年度）の年５隻から 2030 年度（令和 12 年度）に

年５隻に維持することを目標とする。（脱炭素別冊 P19）

２ 環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項

本県において、環境負荷低減事業活動として求められる事業活動は、以下

のとおりとする。

（１）土づくり、化学肥料・化学農薬の使用削減に係る事業活動（１号活動）

ア 有機農業の推進

（ア）有機農業の取組に対する施策

堆肥等生産施設、種子種苗生産供給施設、集出荷貯蔵施設等の共同利

用施設の整備や農業機械の導入等の推進に引き続き努めるとともに、環

境保全型農業直接支払制度の活用により、国際水準の有機農業に取り組

む者の支援に引き続き努める。

また、農業者や事業者その他の関係者の協力を得て、地域における有

機農業に関する技術の実証及び習得、有機の種子又は苗等の確保を図る

ための採種技術の講習など有機農業の技術的なサポートや、優良な取組

の情報発信の取組への支援に引き続き努める。

さらに、国際水準の有機農業の取組や有機ＪＡＳ制度等について、農
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業者に指導及び助言を行うことのできる指導員の育成や、指導員による

現地指導、手引きの作成等生産現場における普及指導体制の整備に努め

る。（有機 P5）

（イ）家畜ふん堆肥の有効活用

家畜ふん堆肥を有効活用することにより、持続可能な農業の実現に努

める。有効活用の推進にあたっては、良質な堆肥生産に向けた技術指導

や、堆肥散布機の導入支援を行う。

イ 持続性の高い農業生産方式の推進

堆肥等施用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術を活用した持続

性の高い農業生産方式を継続して取り組めるよう配慮する。

推進にあたっては、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する

法律の手引き（高知県導入指針）」に定められた各農作物の持続性の高い

農業生産方式の内容、使用の目安を参照するものとする。（持続性）

ウ ＩＰＭ技術の普及拡大

研修等の実施による関係機関及び農業者への情報提供並びに実証圃支

援、県単事業による常温煙霧機の導入を推進する。（産振 P6）

（２）温室効果ガスの排出量削減に係る事業活動（２号活動）

ア 施設栽培での保温対策や効率的な加温方法の普及による省エネ対策

施設栽培において、県単事業により、ヒートポンプ等の重油代替加温機

の導入を推進する。併せて、県、農業者団体、市町村、関係組織が連携し

て省エネ対策の生産現場に対する周知を行うことで、生産者の多層被覆、

循環扇、変温管理等の省エネ技術の導入を推進する。（脱炭素 P43）

イ ＩｏＰプロジェクトの推進による省エネ栽培技術の普及

データ共有基盤ＩｏＰクラウド（ＳＡＷＡＣＨＩ）を構築し、様々な農

業情報を収集・蓄積、分析して営農サービスに活用することにより「デー
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タ駆動型農業」を推進し、環境センサ取得データを利用した適温管理によ

る省エネ栽培技術を普及させる。（脱炭素 P33）

ウ 施設園芸における省エネルギー対策

（ア）県単事業によるヒートポンプの導入支援、節油対策情報の関係機関へ

の資料送付による周知を行う。（産振 P6）

（イ）国事業によるヒートポンプの導入支援及び新たな保温技術の実証を行

う。（産振 P6）

（ウ）農業技術センターにおいて、無加温、省加温に適した耐低温性品種の

育成と普及を行う。（産振 P6）

エ 林業用機材の省エネ化等の推進

省エネ対応の林業機械の導入等による温室効果ガスの排出量削減の取組

等を行う。

オ 漁業用機材の省エネ化等の推進

省エネ対応の漁船への省エネエンジン等の導入等による温室効果ガスの

排出量削減の取組等を行う。（脱炭素 P17）

（３）その他の環境負荷低減に資する事業活動（３号活動）

その他、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減

事業活動の促進等に関する法律施行規則第１条第１項の農林漁業に由来す

る環境への負荷の低減に相当程度資するものとして農林水産大臣が定める

事業活動について推進する。

３ 特定区域及び特定環境負荷低減事業活動の内容に関する事項

該当なし
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４ 環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用されることが期待される基盤

確立事業の内容に関する事項

本県では、以下の基盤確立事業について、各関係機関などと連携し、新た

な技術の開発や普及を推進する。

（１）有機農業の技術

ア 技術の開発の促進

「高知県の有機栽培事例集」を基に県内各地域における栽培技術実証を

通じて、それぞれの地域の気象・土壌条件等に適合し、安定的に品質・収

量を確保できる有機農業の技術体系の確立を目指してきた。

引き続き、国と協力して、国立研究開発法人、大学、有機農業者、民間

団体等で、開発、実践されている様々な技術を探索するとともに、科学的

な解明に取り組むよう努める。

また、これらの技術を有機農業の実態を踏まえ適切に組み合わせること

等により、地域の気象・土壌条件等に適合し、品質や収量を安定的に確保

できる技術体系を確立することや、新技術の導入効果や適用条件の把握に

向けた実証試験等に取り組むよう努める。

さらに、市町村や関係機関と連携して、有機農業の経営の安定に資する

よう、有機農業の推進に関する研究課題や、有機農業者等の技術ニーズを

的確に把握し、それを試験研究機関、大学、有機農業者、民間団体等にお

ける取組に反映させるよう働きかける。（有機 P7～8）

イ 技術の普及の促進

県は、国と連携し、全国各地の有機農業の取組実態や農業者の意向を踏

まえ、地域条件への適合化技術、省エネ技術及び低コスト化や軽労化につ

ながる除草や防除の機械化技術等に関する研究成果情報の提供に努めると

ともに、地域の実情に応じ、試験研究機関、関係機関、有機農業者及び民

間団体等と連携・協力した技術実証や地域での研修、情報提供等を通じ、

研究開発の成果の普及に引き続き努める。
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その際、農業者に指導及び助言を行うことができる人材の育成や生産現

場における指導体制の整備の取組との連携が図れるよう情報共有に努め

る。（有機 P8）

（２）みどりの食料システム戦略の推進にかかる技術開発（（１）で掲げるも

のを除く）

ア 化石燃料削減技術の開発

（ア）農業技術センター、農業振興センター等において、非辛味シシトウ等

の耐低温性品種の育成を行う。（産振 P6）

（イ）農業技術センター､民間企業等において、パーシャルシール包装用フ

ィルムのコストを低減する。（産振 P6）

（ウ）農業技術センターにおいて、植物由来原料包装資材を利用した野菜の

鮮度保持技術の開発を行う。（産振 P6）

イ ドローンを活用した病害管理技術の開発

（ア）農業技術センター､大学法人､農業振興センター､民間企業等におい

て、空撮データを活用したショウガ土壌病害早期発見技術の開発を行

う。（産振 P6）

（イ）果樹試験場､農業振興センター等において、農薬散布用ドローンによ

る露地カンキツの防除体系の開発を行う。（産振 P6）

ウ ＡＩを活用した病害虫診断システムの開発

農業技術センター､農研機構等において、ＡＩを活用したナス病害の発

生予測技術の開発、ＡＩを活用したアザミウマ類の画像診断システムの開

発を行う。（産振 P6）

エ 新たなＩＰＭ技術の開発

（ア）農業技術センター､農業振興センター等において、トバモウイルス抵

抗性甘長トウガラシの育成、施設ミョウガ葉鞘腐敗症の防除技術の開
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発、施設トマトのホモプシス茎枯病の防除技術の開発、施設ナスにおけ

る薬剤耐性すすかび病および黒枯病の検出技術の開発を行う。

（産振 P6）

（イ）農業技術センター､農研機構､農業振興センター、民間企業等におい

て、施設ニラにおけるネギアザミウマの防除技術の開発を行う。

（産振 P6）

（ウ）農業技術センター､大学法人､農業振興センター等において、施設野菜

のコナカイガラムシに対する土着天敵の利用技術の開発を行う。

（産振 P6）

オ スマート農業の推進

スマート農業技術の実証、スマート農業技術・ドローン防除の普及拡大

に向けた支援、産地や農業団体等が取り組む革新計画策定の支援、スマー

ト農業技術を組み込んだ営農体系の確立、ドローン防除に使用できる農薬

の適用拡大に向けた試験の実施や散布方法の検討、リモートセンシングに

よる病害虫・生育診断技術の開発等を行うことで、生産現場へのスマート

農業技術の普及拡大を推進する。（脱炭素 P43）

カ スマート林業の推進

（ア）林地台帳共有システム等のクラウド化による新規システムの整備及び

運営を行う。（脱炭素 P33）

（イ）森林・木材産業におけるデジタル化とデータ利活用を実証し、施業集

約や資源管理の作業効率化につなげる。（脱炭素 P33）

（ウ）ＱＧＩＳ用のＰＣやドローン、タブレットシステム等の導入に対して

支援する。（脱炭素 P33）

キ マリンイノベーションの推進

データベースの運用、情報発信システムの構築・運用、メジカ漁場予測

システムの開発、二枚潮発生予測の精度向上等を行うことで、水産業の生
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産から流通までの各段階においてデジタル化に取り組む。（脱炭素 P46）

ク 藻場・干潟の保全活動への支援（ブルーカーボンの取組）

地域の活動組織が行う藻場・干潟の保全活動を支援するとともに、県内

の藻場の実態を把握することにより、ブルーカーボンの取組を推進する。

藻場のタイプ別の現存量を把握することで、国において炭素吸収量の評

価手法が確立した際には、県内藻場のカーボンニュートラルへの貢献度を

評価する。（脱炭素 P26）

５ 環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進

に関する事項

環境負荷低減事業活動の促進に当たっては、その持続性を確保する観点か

ら、環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物等の販路を確保する

取組が重要である。

本県では、これらの農林水産物等の流通及び消費の促進について、以下の

取組を推進する。

（１）有機農業の産地づくりに関する施策

農業者や事業者その他の関係者の協力を得て、農業者その他の関係者が

有機農業により生産される農産物の生産、流通、販売又は利用の確保・拡

大に積極的に取り組むことができるよう、産地づくりの推進に努める。

特に、有機農業の拡大に当たっては、地域でのまとまった取組が重要で

あることから、有機農業者のネットワークづくりによる品目や集出荷ロッ

トの拡大、生産技術の習得、集出荷の合理化、販路開拓等を通じ、安定的

でニーズに応じた生産や供給体制の構築に向けた支援を行う。

また、有機農業に適した農地の確保、団地化を推進するよう努める。

（有機 P5）
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（２）有機食品の販売機会の多様化に向けた施策

流通・加工・販売に関わる事業者や実需者と有機農業者等との間の意見

交換や商談の場の設定、物流の合理化に向けた取組などを通じて、卸売市

場、インショップや直売所等の多様な売り場が確保・拡大されるよう努め

る。

また、有機加工食品の規格及び取組事例等に関する講習会の開催、６次

産業化や地場加工業者等と連携した農商工等連携の取組を通じ、加工需要

拡大に努める。

さらに、有機農業者のネットワークづくりによる集出荷ロットの拡大、

生産技術の習得、販路開拓等を通じ、実需者ニーズに応じた生産や供給体

制を構築する。（有機 P6）

（３）消費者の理解と関心の増進に関する施策

インターネットの活用やシンポジウムの開催による有機農業に関する情

報の発信など、自然循環機能の増進、環境への負荷の低減、生物多様性の

保全等の有機農業の有する様々な特徴について、普及啓発に努める。

また、ＪＡＳ法に基づく有機農産物の検査認証制度や農産物の表示制

度、ＧＡＰや特別栽培農産物の表示ガイドライン等との違い等について、

消費者や関係者への普及啓発に努める。

さらに、有機農業や有機食品に関わる関係者に対し、有機農業や表示制

度等の研修や、生物多様性保全等ＳＤＧｓ達成への貢献に係る社会的・経

済的効果の情報提供を行うこと等により、有機農業が、地域活性化や雇用

なども含む、環境に配慮した消費行動（エシカル消費）につながる取組で

あることを消費者に分かりやすく伝える機会を増やすよう努める。

（有機 P7）

（４）有機農業者と消費者の相互理解の増進に関する施策

食育、地産地消、産消提携、農業体験学習又は都市農村交流等の活動と

の連携、児童・生徒や都市住民等と有機農業者とが互いに理解を深める取
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組の推進に努める。

また、学校給食での有機食品の利用など有機農業を地域で支える取組事

例の共有や消費者を含む関係者への周知が行われるよう、必要な支援に努

める。

さらに、県産の有機食品を取り扱う小売事業者や飲食関連事業者と連携

し、県内の有機農業の取組や県産の有機農産物に対する消費者の理解が得

られるよう、有機食品需要を喚起する取組の推進に努める。（有機 P7）

（５）有機農業に関するもの以外の施策

有機農業以外であって、環境負荷低減事業活動により生産された農林水

産物の流通及び消費についても、有機農業の推進施策の方向性を踏まえつ

つ取り組むものとする。

ア 直販所支援等による地産地消の推進

直販所を中心とした中山間地域の活性化のため、店舗の経営力の強化を

支援する。（脱炭素 P17）

イ 環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物等の利用の促進

環境負荷の低減を通じた地域産農林水産物のブランド化の推進、有機農

産物などの学校給食や庁舎等の食堂における利用等を通じた地産地消や、

食育など消費者の理解の促進、農業体験学習又は都市農村交流等の活動と

の連携、食品事業者と連携した輸出の促進や販路の確保に努める。

ウ 集出荷場の整備による流通コストの削減

流通の合理化や作業工程の一本化による資材の削減等の効率的な運用を

目指し、集出荷場を利用する際の農林漁業者の負担軽減を図るとともに、

積極的に新施設の優位性をＰＲし、既存の利用者の継続的利用と新たな利

用者の開拓に努める。
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６ その他環境負荷低減事業活動の促進に関する事項

環境負荷低減事業活動の促進に当たっては、農林漁業者、食品事業者、そ

の他の事業者や研究機関、普及組織等との有機的な連携の推進、地域の人材

育成等の取組が重要となることから、本県では、以下の取組を推進する。

（１）有機農業の推進体制等に関する施策

ア 新たに有機農業に取り組む者に対する支援

有機農業者向けの就農相談の場の設定、農業担い手育成センターや民間

団体、農業者等と連携した研修機会の拡充、新規就農者等のための経営計

画の作成や就農の意向のある方への研修及び経営の確立までの支援に引き

続き努める。

また、販路確保に資する有機ＪＡＳ制度等に関する研修機会を提供する

こと等により、有機農業に容易に従事できるよう技術的・経営的サポート

に努め、有機農業への参入のハードルを下げていくこととする。（有機

P4～5）

イ 有機ＪＡＳ認証を取得しやすい環境づくり

農業者、流通・加工・小売事業者など多様な関係者に対し、ＪＡＳ法に

基づく有機農産物の日本農林規格等の知識の習得及び制度の活用を積極的

に働き掛けるとともに、有機加工食品の規格や取組事例に関する講習会の

開催等を通じ、国産有機農産物の加工需要の拡大に向けた取組に努める。

また、新たに有機農業に取り組む農業者に対し、有機ＪＡＳの制度に関

する研修機会を提供する等により、新規参入者の技術的・経営的サポート

に努めるとともに、国際水準の有機農業の取組や有機ＪＡＳ制度等につい

て農業者に指導及び助言を行える人材の育成や、生産現場における指導体

制の整備に努める。（有機 P6）

ウ 調査の実施

有機農業により生産される農産物の生産、流通、販売及び消費動向、有
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機農業に関する技術の開発・普及の動向、その他の有機農業の推進のため

に必要な情報を把握するため、必要な調査を実施し、その成果を施策の検

討に活用するとともに、幅広く分かりやすい情報の発信に努める。

（有機 P8～9）

エ 県及び市町村以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援

有機農業の推進に取り組む民間団体等に対し、情報の提供、指導、助言

その他の必要な支援を行うとともに、これらの者と連携・協力して有機農

業の推進のための活動を効果的に展開できるよう体制の整備に引き続き努

める。

また、これらの民間団体等による自主的な活動を促進するため、優良な

取組の顕彰及び情報の発信に引き続き努める。（有機 P9）

オ 市町村に対する援助

県は、市町村による有機農業の推進に関する施策の策定及び実施に関

し、必要な情報の提供、指導及び助言を行うとともに、有機農業の意義や

実態、有機農業の推進に関する施策の体系、有機農業が地域に果たす役割

を理解するための先進的な取組事例等、有機農業に関する各種情報の収

集、提供に努める。（有機 P9）

カ 県及び市町村における組織内の連携体制の整備

県は、有機農業の推進に関する施策を計画的かつ一体的に推進し、施策

の効果を高めるため、有機農業・有機食品の生産、流通、加工、販売、消

費の各段階の施策を担当する者の資質の維持・向上や有機農業に関する各

種知見の習得に向け、有機農業の意義や実態、有機農業への各種支援施策

に関する知識及び有機農業に関する技術等を習得させるための情報の収

集・提供等を含め、関係機関の連携の確保に引き続き努め、市町村にも同

様の取組を働きかける。（有機 P9）



19

キ 有機農業の推進体制の整備

県は、有機農業の推進に当たっては、農業者その他の関係者及び消費者

の理解と協力を得るとともに、有機農業者や民間団体等が自主的に有機農

業の推進のための活動を展開している中で、これらの者と積極的に連携す

るため、県内各地域において、有機農業者や民間団体、流通業者、販売業

者、実需者、消費者、行政機関及び農業団体等と連携・協力して、有機農

業の推進に取り組むよう努め、市町村にも同様の取組を働きかける。

（有機 P10）

ク 有機農業者等の意見の反映

県は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、有機農業によ

り生産される農産物の生産、流通、販売及び消費の状況を踏まえて施策等

の検討を行うとともに、意見公募手続の実施、現地調査、有機農業者等と

の意見交換、会議その他の方法により、有機農業者や消費者等の当該施策

についての意見や考え方を積極的に把握し、これらを当該施策に反映させ

るよう努め、市町村においても同様の取組が行われるよう働きかける。

（有機 P10）

（２）有機農業に関するもの以外の施策

ア 環境負荷低減事業活動の推進体制について

県及び市町村における、環境負荷低減事業活動の推進体制については、

農林水産部局を中心としつつ、商工、環境、教育等の部局と連携するな

ど、関係部局が一体的に取り組むよう工夫する。

イ ＧＡＰの推進

（ア）生産者において、ＧＡＰの実践及びレベルアップを図る。

（産振 P6）

（イ）県において、普及指導員・ＪＡ営農指導員に対する研修会の開催、Ｇ

ＡＰ点検支援システム開発支援、農業生産工程管理推進事業費補助金に
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よるＧＡＰ認証取得支援を行う。（産振 P6）

（ウ）県において、ＧＡＰ点検支援システム開発支援を行う。（産振 P6）

（エ）県において、生産者及び生産者団体への推進及び現地指導、ＧＡＰ点

検支援システム開発協力を行う。（産振 P6）

（オ）農業団体において、生産者及び生産者団体への推進及び現地指導、Ｇ

ＡＰ点検支援システム開発協力を行う。（産振 P6）


